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(57)【要約】
【課題】　被検者の状態監視を行う際に、被検者の状態
を監視者に確実に知らせる状態監視装置を提供する。
【解決手段】　本発明に係る状態監視装置は、被検者に
装着される装着体と、装着体と通信する本体部とを備え
、装着体は、被検者の測定部位に接触する接触面に配さ
れ、被検者の測定部位の体温等に応じたデータを出力す
る処理部と、被検者の測定部位を含む部位の外周面を把
持する２つの把持曲面を有し、かつ拡径可能である巻き
付け部に配され、処理部より出力された各データを本体
部に送信するアンテナ部と、を備え、本体部は、所定の
時間間隔で電磁波を出力することで、アンテナ部に誘導
起電力を発生させるとともに、アンテナ部より送信され
た各データを受信する通信部と、通信部において受信さ
れた各データに基づいて算出された被検者の状態に関す
る情報を表示する表示部と、被検者の状態に関する情報
を報知する報知手段と、を備える。
【選択図】　図１Ｂ



(2) JP 2011-161115 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者に装着される装着体と、該装着体と通信する本体部とを備え、該被検者の状態を
監視する状態監視装置であって、
　前記装着体は、
　　前記被検者の測定部位に接触する接触面と、
　　前記接触面を前記測定部位に接触させた状態を維持するための巻き付け部であって、
前記被検者の測定部位を含む部位の外周面を把持する２つの把持曲面を有し、かつ該把持
曲面が径方向に弾性変形することにより該部位の径に応じて拡径可能である巻き付け部と
、
　　前記接触面に配され、起動時に前記被検者の測定部位の体温に応じたデータと体動・
体位に応じたデータと湿度に応じたデータと音声に応じたデータを出力する処理部と、
　　前記巻き付け部に配され、誘導起電力を発生し前記処理部を起動させるとともに、前
記処理部より出力された各データを前記本体部に送信するアンテナ部と、を備え、
　前記本体部は、
　　所定の時間間隔で電磁波を出力することで、前記アンテナ部に誘導起電力を発生させ
るとともに、前記アンテナ部より送信された各データを受信する通信部と、
　　前記通信部において受信された各データに基づいて算出された前記被検者の状態に関
する情報を表示する表示部と、
　　前記被検者の状態に関する情報を報知する報知手段と、
　を備えることを特徴とする状態監視装置。
【請求項２】
　　前記状態監視装置は、前記被検者の状態に関する情報から、所定の状態を判別する判
別手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の状態監視装置。
【請求項３】
　　前記報知手段は、前記判別手段が所定の状態であると判別したときに報知することを
特徴とする請求項２に記載の状態監視装置。
【請求項４】
　前記処理部は前記接触面に着脱可能に配され、前記アンテナ部は前記巻き付け部に着脱
可能に配されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の状態監視装
置。
【請求項５】
　前記処理部は、起動時に前記被検者の測定部位の臭いに応じたデータを出力することを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の状態監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乳幼児やお年寄り、寝たきり患者等の被検者の状態監視を行う状態監視装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、乳幼児やお年寄り、寝たきり患者等の被検者の状態監視を行う状態監視装置
として、例えば、特許文献１，特許文献２，特許文献３等が提案されている。
【０００３】
　これらの文献に開示された状態監視装置では、センサが配された装着体を被検者に装着
し、被検者の状態を常時検知するとともに、センサにより検知されたデータを無線等を介
して外部機器に送信することで、被検者の状態を監視している。このような構成の場合、
センサを動作させ、かつ検知したデータを送信するための電源をセンサとともに被検者側
に装着しておく必要がある。このため、被検者にとっては装着体の重量が重くなるととも
に、コストが高くなるという問題がある。
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【０００４】
　一方で、近年、ＲＦＩＤ等を用いてデータの送受信を行う近距離無線通信技術が汎用化
されており、例えば、特許文献４では、被検者に装着された半導体センサにリーダ装置を
近づけることで、当該半導体センサを起動させ、体温測定を実行させるとともに、測定結
果を読み取る構成が提案されている。当該文献によれば、被検者に装着される装着体を軽
量化できるとともに、低コスト化を実現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平２００４－１８１２１８号公報
【特許文献２】特許第３６６１６８６号
【特許文献３】特開２００７－２２９０７６号公報
【特許文献４】特開２００３－２７００５１号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】「音響・音声工学」（１９９２年、古井貞熙　著、近代科学社）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献４に開示された構成の場合、アンテナ部とＩＣタグとが一体的
に構成されており、被検者の体温測定を実行させるためには、体温測定のたびに、ユーザ
がリーダ装置を装着体近傍まで近づける必要がある。このため、被検者の状態を常時監視
する装置への適用には不向きであるという問題がある。
【０００８】
　これに対して、データの送受信を行う際の電波強度を上げ通信距離を長くすることで、
リーダ装置を被検者に近づけなくても体温測定を実行させることができるようにすること
も考えられる。しかしながら、この場合、ＩＣタグの発熱量が増加することとなり、被検
者の体温測定の精度が落ちるという問題が新たに生じる。
【０００９】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、被検者の状態監視を行う状態監視装置
において、被検者の状態を測定する際の測定精度を維持しつつ、被検者に装着される装着
体の軽量化、低コスト化を実現すること、さらには、被検者の状態監視を行う際に、被検
者の状態を監視者に確実に知らせることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る状態監視装置は以下のような構成を備える。
即ち、
　被検者に装着される装着体と、該装着体と通信する本体部とを備え、該被検者の状態を
監視する状態監視装置であって、前記装着体は、前記被検者の測定部位に接触する接触面
と、前記接触面を前記測定部位に接触させた状態を維持するための巻き付け部であって、
前記被検者の測定部位を含む部位の外周面を把持する２つの把持曲面を有し、かつ該把持
曲面が径方向に弾性変形することにより該部位の径に応じて拡径可能である巻き付け部と
、前記接触面に配され、起動時に前記被検者の測定部位の体温に応じたデータと体動・体
位に応じたデータと湿度に応じたデータと音声に応じたデータを出力する処理部と、前記
巻き付け部に配され、誘導起電力を発生し前記処理部を起動させるとともに、前記処理部
より出力された各データを前記本体部に送信するアンテナ部と、を備え、前記本体部は、
所定の時間間隔で電磁波を出力することで、前記アンテナ部に誘導起電力を発生させると
ともに、前記アンテナ部より送信された各データを受信する通信部と、前記通信部におい
て受信された各データに基づいて算出された前記被検者の状態に関する情報を表示する表
示部と、前記被検者の状態に関する情報を報知する報知手段と、を備えることを特徴とす
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る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、被検者の状態監視を行う状態監視装置において、被検者の状態を判別
する際の測定精度を維持しつつ、被検者に装着する装着体の軽量化を実現することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述
と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係る状態監視装置において、装着体１００を乳幼児Ｐに
装着し、本体部３００を乳幼児Ｐから離れた位置に固定した様子を示す図である。
【図１Ｂ】装着体１００の外観構成を示す図である。
【図２】装着体１００の状態測定部２００の機能構成を示す図である。
【図３】本体部３００の機能構成を示す図である。
【図４】状態監視装置における体温測定処理の流れを示す図である。
【図５】半導体温度センサの特性を示す図である。
【図６】状態測定部２００のセンサ部２１１の回路構成を示す図である。
【図７】状態測定部２００の回路部２１２の回路構成を示す図である。
【図８】本体部３００の信号処理部３０４における体温データ算出処理の内容を説明する
ための図である。
【図９】装着体１０００の外観を示す図である。
【図１０】装着体１１００の外観を示す図である。
【図１１】装着体１１００の外観を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、必要に応じて添付図面を参照しながら本発明の各実施形態の詳細を説明する。
【００１４】
　［第１の実施形態］
　＜状態監視装置の構成＞
　はじめに状態監視装置の構成について説明する。本発明の一実施形態に係る状態監視装
置は、装着体１００と本体部３００とにより構成される。そして、図１Ａに示すように、
装着体１００は、例えばベッド上にオムツＱをはいて横臥または仰臥した乳幼児Ｐ等に装
着され、本体部３００は乳幼児Ｐから所定距離だけ離れた位置に固定される。
【００１５】
　図１Ｂは装着体１００の外観構成を示す図であり、装着体１００は、乳幼児Ｐの測定部
位に装着されるカーラ２３０と、半導体温度センサ、体動検出手段、湿度センサ、音声セ
ンサを有する処理部２１０及びアンテナ部２２０からなる状態測定部２００（ＲＦＩＤ）
とを備える。
【００１６】
　カーラ２３０は、更に、処理部２１０が配され乳幼児Ｐの測定部位である大腿部に接触
する接触部２３１と、アンテナ部２２０が配され乳幼児の測定部位である大腿部に接触部
２３１を接触させた状態を維持するための巻き付け部２３２とを備える。
【００１７】
　巻き付け部２３２は略剛体であり、ポリエチレン、ポリプロピレン、環状ポリオレフィ
ン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポ
リメチルペンテン１、或いはそれらの混合物、又はそれらにＳＥＢＳなどの柔軟化剤をブ
レンドすることにより得られた素材等により構成されている。
【００１８】
　巻き付け部２３２は、測定部位である大腿部の外周面を把持する２つの把持曲面を備え
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、当該２つの把持曲面は略Ｃ字形状をしている。また、径方向に弾性変形することで、拡
径可能となっている。かかる構成により、接触部２３１を測定部位である大腿部に接触さ
せた状態を維持させることができる。このときの巻き付け部２３２の曲げ応力は３０～１
３０ＭＰａであることが好ましい。なお、巻き付け部２３２の素材は、拡径可能な可撓性
の素材であれば上記素材に限定されず、例えばセラミックス、ステンレスなどの金属類で
あってもよい。
【００１９】
　巻き付け部２３２の２つの把持曲面は、更に、測定部位である大腿部の外周面の円周方
向に沿ったスリットをそれぞれ有している。また、当該スリットを介して隣り合う把持曲
面は互いに外径が異なっている。このような形状にすることにより、上腕部や大腿部のよ
うなテーパ形状の部位に対して、装着性を向上させることができる。
【００２０】
　なお、巻き付け部２３２におけるスリットの数や外径の大きさ等は、上述の例に限定さ
れないものとする。
【００２１】
　半導体温度センサ等を有する処理部２１０は、接触部２３１の内側に設けられ、アンテ
ナ部２２０は、巻き付け部２３２の内側に設けられている。なお、アンテナ部２２０は、
必ずしも巻き付け部２３２の内側に設けられている必要はなく、巻き付け部２３２の外側
に設けられていてもよい。
【００２２】
　接触部２３１は、処理部２１０と測定部位との接触性を高めるため、内側方向に凸形状
を有している。
【００２３】
　一方、本体部３００は、体温などを表示する表示部や、ブザー等の報知手段、無線によ
り処理部よりデータを読み取る読取部、各種情報を入力する入力部、記憶部、マイクロコ
ンピュータなどのコントロール部（ＣＰＵ）、ｉモード（登録商標）等を用いてインター
ネット等の情報通信ネットワークと通信を行う外部通信部等を備える（詳細は後述）。
【００２４】
　更に、本体部３００のコントロール部は、コントロール部により実行され本体部３００
全体を制御する制御プログラムや各種データ等を記憶するＲＯＭと、ワークエリアとして
各種データを一時的に記憶するＲＡＭと、予め設定された閾値に基づいて、各種データと
比較することで、被検者の状態の判別を行う機能を備える。
【００２５】
　このような構成のもと、本体部３００では、例えば予防接種（インフルエンザ、おたふ
くかぜ、ポリオ、百日咳、風疹、麻疹、結核等の予防接種）の情報や、過去の投薬データ
（薬剤名、投与量、投与日時などの情報：アレルギー反応を回避した投薬を行なうために
必要）を、入力部を介して入力し、記憶、表示させることできる。
【００２６】
　また、入力部を介して入力項目を適宜選択することで、体温、体重（投与量の決定に必
要）、血圧、脈拍、血糖値等を入力したり、記憶、表示させたりすることができる。本体
部３００がこのような機能を有することで、本体部３００は母子健康手帳としての役割を
果たすことも可能となる。
【００２７】
　なお、このような状態監視装置を病院等で使用する場合にあっては、本体部３００が同
時に複数の状態測定部と通信を行う必要がある。このため、状態測定部は、アンチコリー
ジョン型に形成されていることが好ましい。
【００２８】
　更に、図１Ａにおいては不図示であるが、サーバ（データ処理装置）を別途設け、本体
部３００を接続し、当該サーバ上に管理サイト／医療サイトを形成するようにしてもよい
。その際、乳幼児ＰのＩＤと関連付けして、脈拍、呼吸、血圧、体温、血中酸素飽和度、
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血糖等の生体情報をリアルタイムに収集、集計、分析できるように構成してもよい。この
ような構成とすることで、感染症等による急激な体温の上昇、うつ伏せ寝や嘔吐等に起因
する窒息による呼吸停止などに対しても、いち早く異常を把握することが可能となるから
である。
【００２９】
　更に、担当医の机上に管理パソコン等を設置し、担当医が随時、被検者（例えば乳幼児
Ｐ）の身体状態を把握、監視できるようにするとともに、被検者の異常通報を受けたり、
適宜看護師の待機部屋に指示を出したり、ハンディ・ナースコールで看護師に連絡したり
することができるように構成してもよい。
【００３０】
　＜状態測定部の機能構成＞
　次に、状態測定部２００の機能構成について説明する。図２は、アンテナ部２２０と処
理部２１０とを備える状態測定部２００（ＲＦＩＤ）の機能構成を示す図である。
【００３１】
　図２において、２０２は無線インターフェイス部であり、整流回路や昇圧回路等を備え
る。無線インターフェイス部２０２では、アンテナ部２２０において生じた交流電圧を、
所定の直流電圧に変換し、記憶部２０３及びマイクロコンピュータなどのコントロール部
（ＣＰＵ）２０５に供給する。なお、コントロール部２０５は、コントロール部２０５に
より実行され、状態測定部２００全体の制御を行う制御プログラムや各種データを記憶す
るＲＯＭと、ワークエリアとして各種データを一時的に記憶するＲＡＭとを備える。また
、コントロール部２０５において取得された電圧データ（被検者の体温に対応するデータ
）を各種データとともに、所定の形式によりアンテナ部２２０を介して本体部３００に送
信する。
【００３２】
　記憶部２０３は、後述する感温部２０４の校正データや、処理部２１０固有の識別情報
等を記憶する。また、記憶部２０３はＥＥＰＲＯＭを備え、コントロール部２０５におい
て取得された電圧データが記憶できるように構成されている。このように、状態測定部２
００自体に記憶機能を持たせることにより、乳幼児Ｐが別のベッドや別の部屋に移し変え
られた場合であっても、本体部３００を用いて当該電圧データを読み出し当該乳幼児Ｐの
過去の体温測定結果を表示させることが可能となる。
【００３３】
　なお、記憶部２０３に記憶される電圧データをアンチコリージョン型とし、本体部３０
０が、間違った乳幼児Ｐ'（不図示）の情報を取得することがないように構成してもよい
。更に、アンテナ部２２０から出力される信号を暗号化処理することで、セキュリティ機
能を強化させるように構成してもよい。
【００３４】
　感温部２０４は、半導体温度センサを備えるセンサ部２１１と、センサ部２１１の出力
を処理する回路部２１２とを備える。半導体温度センサにはＣ－ＭＯＳ温度センサ等が用
いられるものとする。半導体温度センサは温度変化に対してほぼリニアにアナログ出力す
る特性を有しており、小型化及び処理部２１０との一体化が可能である。また、３５～４
２℃の間において０．０１℃の温度分解能を実現することができる。なお、センサ部２１
１及び回路部２１２の回路構成の詳細は、後述する。
【００３５】
　処理部２１０は、幅Ｗ×長さＬが５ｍｍ×５ｍｍ、厚さＴが１．５ｍｍ程度の大きさと
なっている。なお、処理部２１０は、生体を通過可能な周波数を有する電磁波による通信
（送受信）が可能であれば、どのような周波数の電磁波であってもよいが、本実施形態で
は、例えば１３．５６ＭＨｚの電磁波を用いるものとする。なお、処理部２１０が備える
体動検出手段２０６，湿度センサ２０７，音声センサ２０８の詳細は、後述する。
【００３６】
　上述したようにアンテナ部２２０は、巻き付け部２３２に実装されるため、処理部内に
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組み込まれた従来のアンテナ部に比べ、径を大きくすることができる。なお、アンテナ部
の形状は特定の形状に限定されるものではないが、円形、正方形、長方形などの形状を有
していることが好ましい。また、円形状の場合にあっては、直径Ｄが２０ｍｍ～４０ｍｍ
、厚さＴが１ｍｍ程度であることが好ましく、また、長方形の場合にあっては、長辺の長
さをＬ１、短辺の長さをＬ２とした場合、Ｌ１＝２０ｍｍ、Ｌ２＝４０ｍｍであって、厚
さＴが１ｍｍ程度であることが好ましい。
【００３７】
　なお、カーラ２３０を交換したい場合や、水気などでカーラ２３０の汚れを取り除きた
い場合、あるいは処理部やアンテナ部を他のカーラへ入れ替えたい場合にも対応できるよ
う、状態測定部２００は、カーラ２３０に対して着脱可能に構成されているものとする。
【００３８】
　＜本体部の機能構成＞
　次に、本体部３００の機能構成について説明する。図３は、本体部３００の機能構成を
示す図である。
【００３９】
　図３において、３１０は読取部であり、アンテナ部３０１と、無線インターフェイス部
３０２と、信号変換部３０３と、信号処理部３０４とを備える。
【００４０】
　アンテナ部３０１は、状態測定部２００のアンテナ部２２０との間で磁気結合すること
で誘導起電力が発生し、処理部２１０に電源を供給したり、処理部２１０よりデータを受
信したりする。
【００４１】
　無線インターフェイス部３０２は、アンテナ部３０１を介して処理部２１０に電源を供
給するために、アンテナ部３０１に印加する電圧を制御したり、アンテナ部３０１を介し
て処理部２１０より受信したデータを信号変換部３０３に送信したりする。
【００４２】
　信号変換部３０３では、無線インターフェイス部３０２より送信されたデータをデジタ
ルデータに変換し、信号処理部３０４に送信する。
【００４３】
　信号処理部３０４では、信号変換部３０３より受信したデジタルデータを処理し、体温
データを算出する。具体的には、受信したデジタルデータに含まれる、電圧データと校正
データとに基づいて体温データを算出する。また、算出した体温データを、受信したデジ
タルデータに含まれる識別情報とともにコントロール部３１１に送信する。
【００４４】
　コントロール部３１１では、無線インターフェイス部３０２、信号変換部３０３、信号
処理部３０４の動作を制御する。また、信号処理部３０４から送信された体温データを、
識別情報とともに記憶部３１２に収納したり、表示部３１３に表示したりする。更に、記
憶部３１２に収納された体温データを、識別情報とともに外部通信部３１４を介して、他
の情報処理装置（外部通信部３１４を介して有線接続された他の情報処理装置）に送信し
たりする。
【００４５】
　入力部３１５では、体温測定における設定を入力し、条件を選択したりする。また、報
知手段３１６では、ブザー、バイブレータ、光などにより体温データが異常であること、
あるいは測定が終了したことなどをユーザに知らせる。
【００４６】
　＜状態監視装置における状態監視機能＞
　次に、状態監視装置における状態監視機能について説明する。状態監視を行うにあたり
、ユーザは、半導体温度センサ（感温部２０４）, 体動検出手段２０６, 湿度センサ２０
７,音声センサ２０８を有する処理部２１０が乳幼児Ｐに対して接触するように、装着体
１００を乳幼児Ｐの上腕部や大腿部などの測定部位に装着する。
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【００４７】
　装着が完了すると、ユーザは測定開始の時間をカウントするカウント機能の動作開始を
指示する。あるいは、入力部３１５などで測定開始時刻設定（時間設定）を指示する。こ
れにより、状態監視機能が開始される。
【００４８】
　具体的には、体温データの場合、入力部３１５を介して予め設定入力された時間条件、
例えば装着体１００を、乳幼児Ｐに装着した後に、測定開始指示を入力した時点、あるい
は所定の温度上昇が確認できた時点等を基点として、例えば５分後に状態測定部２００に
対して読取部３１０から所定の周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）の電磁波を送信する。
そして、その信号と同期して得られる半導体温度センサの出力を含む各種データ（電圧デ
ータ、校正データ等）を状態測定部２００より読み取る。
【００４９】
　そして、読み取った各種データに基づいて算出した体温データを、記憶部３１２に記憶
する。また、記憶した体温データを閾値と比較する。閾値は、例えば、上限値を３７．５
℃、下限値を３５．５℃と設定されているものとする。なお、上限値／下限値は、所定期
間の体温トレンド情報に基づいてユーザが任意に設定入力できるよう構成されているもの
とする。
【００５０】
　閾値との比較の結果、体温データが異常であると判断した場合には、報知手段３１６が
アラームを発生する。また、体温測定が終了するとブザー、バイブレータ、光などの報知
手段３１６が動作し、ユーザに報知する。
【００５１】
　更に、体温データを異常と判断した場合にあっては、表示部３１３に、上限値を超えて
いる場合は「発熱」、下限値を下回る場合は「低体温」と表示する。また、ユーザが入力
部３１５を介してその旨の情報を入力した場合にあっては、体温データと対応付けて、記
憶部３１２にその旨の情報を記憶する。なお、異常と判断した場合には、再度体温測定を
行うように構成してもよい。
【００５２】
　一方、体温データが異常でないと判断した場合には、記憶部３１２が測定した体温デー
タを記憶するとともに、表示部３１３が体温データを表示する。なお、体温データの表示
は、測定年月日時とともに行うものとする。
【００５３】
　なお、体温データを異常と判断した場合にあっては、本体部３００と外部通信部３１４
を介して接続されたパルスオキシメータにおいて測定された脈拍、血中酸素飽和度（ＳＰ
Ｏ２）等を取得するようにしてもよい。また、被検者に投薬を行った場合にあっては、入
力部３１５を介して投薬データを入力できるようにしてもよい。更に、取得した脈拍、血
中酸素飽和度や、入力された投薬データを、体温データと対応付けて記憶するようにして
もよい。これにより、体温データのトレンドグラフを表示する際に、当該取得した脈拍、
血中酸素飽和度、入力された投薬データを重ねて表示することが可能となり、インフルエ
ンザ、ＲＳ（Respiratory Syncytial）ウイルス等の感染症等による呼吸器系疾患を容易
に把握することが可能となるからである。
【００５４】
　体温データの判別と同様にして、体動・体位データ、湿度データ、音声データについて
も、予め閾値を設定し、体動検出手段２０６、湿度センサ２０７、音声センサ２０８とい
った各データに対応するセンサから算出したデータと比較することで、被検者の状態の判
別を行う。以下、各データの判別について説明する。
【００５５】
　体動・体位データの場合、例えば、寝返りや起き上がったときの動き得る範囲や、咳を
した場合の動く早さ等を予め設定されているものとする。なお、上限値／下限値は、所定
期間の体動・体位情報に基づいてユーザが任意に設定入力できるよう構成されているもの
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とする。
【００５６】
　閾値との比較の結果、体動・体位データが異常であると判断した場合には、報知手段３
１６がアラームを発生する。また、体動検知が終了するとブザー、バイブレータ、光など
の報知手段３１６が動作し、ユーザに報知する。
【００５７】
　更に、体動・体位データを異常と判断した場合にあっては、その異常の状態が継続して
いる期間から状態を判断し、例えば、咳が１０秒以上続いている状態であると、表示部３
１３に、「喘息」或いは「発作」と表示する。また、ユーザが入力部３１５を介してその
旨の情報を入力した場合にあっては、体動・体位データと対応付けて、記憶部３１２にそ
の旨の情報を記憶する。なお、異常と判断した場合には、再度体動検知を行うように構成
してもよい。
【００５８】
　湿度データの場合、閾値は、例えば、睡眠時の平均的な発汗量を考慮して、上限値を２
．５ｍｇ／ｃｍ２、下限値を１ｍｇ／ｃｍ２と設定されているものとする。なお、上限値
／下限値は、所定期間の発汗トレンド情報に基づいてユーザが任意に設定入力できるよう
構成されているものとする。
【００５９】
　閾値との比較の結果、湿度データが異常であると判断した場合には、報知手段３１６が
アラームを発生する。また、湿度測定が終了するとブザー、バイブレータ、光などの報知
手段３１６が動作し、ユーザに報知する。
【００６０】
　更に、湿度データが上限値を超えて異常と判断した場合にあっては、表示部３１３に、
「発汗」と表示する。さらに、熱が下がる前の発汗（快復する予兆）か、或いは体調不良
による発汗であるのかを体温データから判別して表示してもよい。また、湿度データが上
限値をはるかに超え、さらに体温データが急激に下がっている場合、被検者の測定部位が
何らかの理由で水分を被覆している（「排尿」による漏出など）ことが推測される。また
、ユーザが入力部３１５を介してその旨の情報を入力した場合にあっては、湿度データと
対応付けて、記憶部３１２にその旨の情報を記憶する。なお、異常と判断した場合には、
再度湿度測定を行うように構成してもよい。
【００６１】
　音声データの場合、例えば、被検者が寝ていた状態から音声が検知されたとき、被検者
の目覚めを音声から確認できたと判断して表示部３１３に、「覚醒」と表示する。また、
１回の音声検知だけでなく、例えば２分以内に継続的に音声検知が行われた場合のみ、「
覚醒」と判断し、表示部３１３による表示と同時に、ブザー、バイブレータ、光などの報
知手段３１６が動作し、ユーザに報知してもよい。なお、閾値は、所定期間の音声トレン
ド情報に基づいてユーザが任意に設定入力できるよう構成されているものとする。
【００６２】
　また、本体部３００に入力・記憶された食事や睡眠，排泄などのイベントデータを基に
、例えば、食後からしばらく経過した状態で泣き声を検知した場合、「空腹」であると判
断し、或いは前回の睡眠から５時間以上経過した状態で泣き声を検知した場合、「眠い」
と判断し報知することで、状態に応じた迅速な対応が可能となる。他にも、体温データ，
体動・体位データ，湿度データと組み合わせて、状態を判別することで、被検者と離れて
いても、被検者の状態をより正確に監視することができる。
【００６３】
　更に、音声データには、咳，くしゃみ，しゃっくり等、様々な生理現象も含まれるが、
泣き声に限ってみると、乳幼児の泣き声から、「悲しみ」、「甘え」、「痛み」、「不快
」さらには「眠い」や「空腹」などといった情動が判別できると考えられている。音声の
特徴を分析して、各情動による特徴パラメータを、予め記憶部３１２に記憶させ、泣き声
を検知し、予め記憶させた特徴パラメータと比較することで、被検者の情動を泣き声から
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判別することができる。音声の特徴分析する方法については、公知技術を用いることがで
きる（非特許文献１を参照）。
【００６４】
　以上のように、体温データ，体動・体位データ，湿度データ，音声データを組み合わせ
て、被検者の状態を判別し、所定の状態であると判別した場合には、報知することができ
る。しかし、ユーザが入力部３１５を介して任意に選択したデータのみ測定・検知できる
ように構成されていても構わない。
【００６５】
　＜状態監視装置における体温測定処理の流れ＞
　次に、状態監視装置における体温測定処理の流れについて説明する。図４は、状態監視
装置における体温測定処理の流れを示す図である。
【００６６】
　図４に示すように、本体部３００が起動した後に、本体部３００のアンテナ部３０１が
所定の時間間隔（例えば、分毎で、間隔が広がると、体温，体動，湿度，音声データを細
かく監視できず、間隔が短いと、消費電力が増加する。）で励磁されると、所定の周波数
、例えば１３．５６ＭＨｚの電磁波により、アンテナ部３０１とアンテナ部２２０とが磁
気結合され、本体部３００から装着部の状態測定部２００に対して電源が供給される（ス
テップＳ４０１）。
【００６７】
　電源が供給された状態測定部２００では、処理部２１０が起動し、状態測定部２００が
体温測定の精度に影響を与える状態になっていないか否かが判定される（ステップＳ４１
１）。なお、「状態測定部２００が体温測定の精度に影響を与える状態」とは、一定値以
上の電圧が励磁され処理部２１０やアンテナ部２２０が発熱することにより、体温測定の
精度に影響を与える可能性が高い状態をいう。
【００６８】
　状態測定部２００が体温測定の精度に影響を与える状態になっていると判定された場合
、処理部２１０では、以降の処理は行わない。この場合、本体部３００では、電源供給を
行ってから一定時間内に状態測定部２００よりデータ送信がないと判断し、表示部３１３
にエラー表示を行う（ステップＳ４２１）。このとき、エラー表示だけでなく、報知手段
３１６によるアラーム等の報知を行ってもよい。
【００６９】
　一方、状態測定部２００が体温測定の精度に影響を与える状態になっていないと判定さ
れた場合には、処理部２１０が処理を開始する。具体的には、予め設定された判定レンジ
（詳細は後述）に切り替えた後、センサ部２１１内の半導体温度センサに電流を流し、バ
ンドギャップ電圧（詳細は後述）を検出する（ステップＳ４１３、Ｓ４１４）。
【００７０】
　更に、回路部２１２が当該検出されたバンドギャップ電圧を処理し、コントロール部２
０５が電圧データを取得する（ステップＳ４１５）。取得した電圧データは、記憶部２０
３に記憶された校正データ及び識別情報とともに、本体部３００に送信される（ステップ
Ｓ４１６、Ｓ４０２）。
【００７１】
　本体部３００では、状態測定部２００より送信された電圧データ及び校正データに基づ
いて体温データを算出する。更に、算出した体温データを、識別情報と対応付けて記憶部
３１２に記憶するとともに表示部３１３に表示する（ステップＳ４２１）。
【００７２】
　＜半導体温度センサの説明＞
　次に、センサ部２１１が有する半導体温度センサについて説明する。図５は、半導体温
度センサの特性を示す図である。なお、本実施形態のセンサ部２１１が有する半導体温度
センサは、Ｐ型半導体とＮ型半導体とを結合することにより構成され、直流電流を流した
際の結合部（ジャンクション）に生じる電圧（バンドギャップ電圧Ｖｂ）を検出する構成
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となっている（図５の５Ａ）。
【００７３】
　かかる半導体温度センサの場合、図５の５Ｂに示すように、バンドギャップ電圧Ｖｂと
温度とは、概ね－４０℃～＋１５０℃の広範囲において線形性を有している。このため、
検出したバンドギャップ電圧Ｖｂに基づいて、温度を算出することができる。
【００７４】
　かかる半導体温度センサは、サーミスタと比較して、経時変化に強く、かつノイズの影
響を受けにくいといった利点を有している。
【００７５】
　＜センサ部の回路構成＞
　次に、センサ部２１１の回路構成について説明する。図６は、図５の５Ａに示す半導体
温度センサを用いて構成されたセンサ部２１１の回路構成を示す図である。
【００７６】
　図６において、６０１は定電流回路であり、コントロール部２０５より供給される電圧
Ｖｃｃに基づいて、各半導体温度センサに流す電流が均一になるように調整する。
【００７７】
　６０２は半導体温度センサであり、定電流回路６０１の下流側において、定電流回路６
０１に対して直列に接続されている。なお、半導体温度センサ６０２は定電流回路６０１
に対して複数接続されており、それぞれの半導体温度センサは、互いに並列に接続されて
いる。
【００７８】
　このように、複数の半導体温度センサを並列に接続しているのは、半導体温度センサの
個体差の影響を排除するためである。より高精度な体温測定を実現するためには、半導体
温度センサの個体差の影響も無視することができず、センサ部２１１では、複数の半導体
温度センサを並列に接続し平均値をとることで、個体差の影響を排除することとしている
。このため、センサ部２１１からは、各半導体温度センサより出力された電圧Ｖｂ１、Ｖ
ｂ２、・・・Ｖｂｎの平均値Ｖｂ_ａｖｇが出力されることとなる。
【００７９】
　なお、各半導体温度センサに電流を流すのは１回に限られず、複数回流すように構成し
てもよい。その場合、センサ部２１１からは、平均値Ｖｂ_ａｖｇが複数回出力されるこ
ととなる。
【００８０】
　＜回路部の回路構成＞
　次に、回路部２１２の回路構成について説明する。図７は、回路部２１２の回路構成を
示す図である。
【００８１】
　図７に示すように、回路部２１２は、比較・増幅器７１１とアナログスイッチ７１２と
を介してＡ／Ｄコンバータ７０１に接続される系と、比較・増幅器７２１とアナログスイ
ッチ７２２とを介してＡ／Ｄコンバータ７０１に接続される系の２系統から構成されてい
る。
【００８２】
　前者の系（第１の系）では、センサ部２１１より出力された電圧Ｖｂ_ａｖｇを、－４
０℃～＋１５０℃の測定レンジでＡ／Ｄコンバータ７０１に出力する。一方、後者の系（
第２の系）では、センサ部２１１より出力された電圧Ｖｂ_ａｖｇを、２０℃～５０℃の
測定レンジでＡ／Ｄコンバータ７０１に出力する。
【００８３】
　第１の系を用いて出力するか、第２の系を用いて出力するかは（つまり、測定レンジは
）、制御回路７０２からの信号に基づいてアナログスイッチ７１２、７２２を切り替える
ことにより制御される。より高精度な体温測定を行う場合には、第２の系が選択されるこ
ととなる。
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【００８４】
　Ａ／Ｄコンバータ７０１に入力された電圧Ｖｂ_ａｖｇは、Ａ／Ｄコンバータ７０１に
おいてＡ／Ｄ変換され、デジタルデータとして制御回路７０２に入力される。
【００８５】
　制御回路７０２に入力されたデジタルデータは、無線インターフェイス部２０２に送信
される。
【００８６】
　なお、センサ部２１１より電圧Ｖｂ_ａｖｇが複数回出力される場合にあっては、それ
ぞれのデジタルデータをメモリ７０３に一時的に格納し、制御回路７０２において、メモ
リ７０３に格納された全てのデジタルデータの平均値を算出した後に、無線インターフェ
イス部２０２に送信されることとなる。
【００８７】
　＜本体部における体温データ算出処理＞
　次に、本体部３００の信号処理部３０４において体温データを算出するための処理につ
いて説明する。図８は、信号処理部３０４において体温データを算出するための処理の内
容を説明するための図である。
【００８８】
　信号処理部３０４では、基準となる半導体温度センサにおける、電圧データと体温デー
タとの対応関係を示すグラフ（関数）を、校正データに基づいて補正した後に、受信した
電圧データを代入することにより、体温データを導出する。
【００８９】
　図８の８Ａは、１種類の温度に対応する１種類の校正データを受信した場合における補
正処理を示す図である。図８の８Ａに示すように、１種類の温度に対応する１種類の校正
データを受信した場合には、基準となる半導体温度センサにおける、電圧データと体温デ
ータとの対応関数のオフセット値を調整する。具体的には、グラフ８０１を全体として矢
印方向に平行移動させ、グラフ８０２を得る。
【００９０】
　信号処理部３０４では、状態測定部２００より受信した電圧データを、当該平行移動後
のグラフ８０２に代入することで、体温データを導出する。
【００９１】
　図８の８Ｂは、２種類の温度に対応する２種類の校正データを受信した場合における補
正処理を示す図である。図８の８Ｂに示すように、２種類の温度に対応する２種類の校正
データを受信した場合には、当該２点を通る直線８０３を算出し、これを半導体温度セン
サにおける電圧データと体温データとの対応関係を示すグラフとする。
【００９２】
　信号処理部３０４では、状態測定部２００より受信した電圧データを、当該算出された
直線８０３に代入することで、体温データを導出する。
【００９３】
　図８の８Ｃは、３種類以上の温度に対応する３種類以上の校正データを受信した場合に
おける補正処理を示す図である。図８の８Ｃに示すように、３種類以上の温度に対応する
３種類以上の校正データを受信した場合には、当該３点以上の点に基づいて、最小２乗法
により回帰直線８０４を算出し、これを半導体温度センサにおける電圧データと体温デー
タとの対応関係を示すグラフとする。
【００９４】
　信号処理部３０４では、状態測定部２００より受信した電圧データを、当該算出された
回帰直線８０４に代入することで、体温データを算出する。
【００９５】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態にかかる状態監視装置では、装着体をカー
ラ型とし、その巻き付け部にアンテナ部を配するとともに接触部に半導体温度センサを有
する処理部を配する構成とした。
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【００９６】
　これにより、アンテナ部の径を大きくすることが可能となり、離れた位置との間であっ
ても、少ない消費電力でデータの送受信を行うことが可能となった。この結果、被検者に
装着する装着体の軽量化、低コスト化を実現しつつ、測定精度が維持された体温測定を所
定の時間間隔で自動的に行うことが可能となった。
【００９７】
　また、本実施形態に係る状態監視装置では、半導体温度センサを適用するにあたり、
・半導体温度センサの個体差の影響を排除するため、センサ部において、複数の半導体温
度センサを並列に接続する構成とした。
・測定誤差を排除するため、１回の体温測定に際して、センサ部に対して複数回電流を流
し、その平均値を出力する構成とした。
・処理部の個体差の影響を排除するため、処理部内の記憶部に処理部ごとに校正データを
記憶しておき、本体部に電圧データを送信する際に、合わせて校正データを送信する構成
とした。この結果、更に高精度な体温測定を実現することが可能となった。
【００９８】
　＜体動検出手段の説明＞
　図２において、２０６は体動検出手段であり、被検者の体動・体位情報を測定する。体
動検出手段２０６としては、例えば、ＭＥＭＳ型の３軸加速度センサが用いられるものと
する。なお、ＭＥＭＳ型の３軸加速度センサは、検知機構の違いにより、ピエゾ抵抗型、
静電容量型、熱検知型の３種類に大別することができる。本実施形態では、そのうちのい
ずれの検知機構を用いても構わない。
【００９９】
　また、体動検出手段２０６は、ＭＥＭＳ型の３軸加速度センサに限定されるものではな
く、例えば、３軸方向にそれぞれ配された傾斜センサやジャイロスコープを用いても良い
。
【０１００】
　＜湿度センサの説明＞
　図２において、２０７は湿度センサであり、被検者の発汗状態を測定する。湿度センサ
２０７としては、例えば、ＭＥＭＳ型の湿度センサ（高分子膜湿度センサやセラミック湿
度センサ等）が用いられるものとする。
【０１０１】
　なお、高分子膜湿度センサは、セルロース系の親水性高分子からなる乾湿材料により吸
着される水分量に応じて、当該乾湿材料の静電容量が変化する性質を利用した、静電容量
型のセンサであることが好ましく、またセラミック湿度センサとしては、ＭｇＣｒ２Ｏ４

－ＴｉＯ２系セラミックス、ＴｉＯ２－Ｖ２Ｏ５系セラミックス湿度センサであることが
好ましい。
【０１０２】
　＜音声センサの説明＞
　図２において、２０８は音声センサであり、被検者の音声を検出する。音声センサ２０
８としては、例えば、小型マイクロフォンであり、圧電マイクやコンデンサーマイクなど
が用いられるものとする。
【０１０３】
　体動検出手段２０６，湿度センサ２０７，音声センサ２０８は、所定の時間間隔で本体
部３００により状態測定部２００が励磁されることで起動し、それぞれ被検者の体動・体
位情報，発汗状態，音声を検出する。検出された体動・体位情報，発汗状態，音声は、半
導体温度センサの起動により検出された電圧データ等とともに、本体部３００に送信され
る（なお、検出された体動・体位情報，発汗状態，音声は、半導体温度センサの起動によ
り検出された電圧データと対応付けて、記憶部２０３が有するＥＥＰＲＯＭに記憶される
）。
【０１０４】
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　本体部３００の表示部３１３では、状態測定部２００より送信された各種データを受信
し、表示する。これによりユーザは、体温データだけでなく、体温データのみでは確認で
きなかった、寝返りや咳による体動・体位情報を確認することが可能となる。また、体温
データのみでは確認できなかった、熱が下がる前の発汗（快復する予兆）や体調不良によ
る発汗などを確認することも可能となる。更に、体温データのみでは確認が難しかった泣
き声による夜泣きの確認も可能となる。
【０１０５】
　本実施形態にかかる状態監視装置では、被検者の状態として体温データと体動・体位情
報と発汗情報と音声情報の組み合わせにより監視を行う場合について説明したが、本発明
はこれに限定されず、例えば、被検者の周辺の臭いを監視するように構成しても良い。こ
の場合、処理部２１０には半導体臭気センサ（図示せず）を有しており、半導体臭気セン
サは、被検者周辺の臭いの情報を検出する。検出された臭いの情報は、半導体温度センサ
の起動により検出された電圧データ等とともに、本体部３００に送信される（なお、検出
された臭気情報は、半導体温度センサの起動により検出された電圧データと対応付けて、
記憶部２０３が有するＥＥＰＲＯＭに記憶される）。
【０１０６】
　本体部３００の表示部３１３では、状態測定部２００より送信された各種データを受信
し、表示する。これにより、ユーザは体温データ，体動・体位情報，発汗情報，音声情報
では確認しにくかった、或いは確認できなかった、「排便」や「排尿」、或いは「嘔吐」
等といった情報を臭いから容易に確認することができる。
【０１０７】
　［第２の実施形態］
　上記第１の実施形態では、カーラ２３０の巻き付け部２３２の表面性状について特に言
及しなかったが、巻き付け部２３２は被検者の肌と接触することから、例えば、絹、綿、
麻、ナイロン、ポリエステルといった繊維や、人工皮革、不織布などの衣類の素材に成り
得る素材であることが好ましい。
【０１０８】
　また、上記第１の実施形態では、カーラ２３０の巻き付け部２３２の素材の可撓性を利
用して、カーラ２３０を被検者の測定部位に装着する構成としたが、本発明はこれに限定
されない。例えば、図９に示すように、巻き付け部２３２の一方の内面先端に雄型面ファ
スナ１２３０を、もう一方の外面先端に雌型面ファスナ１２４０を設け、雄型面ファスナ
１２３０と雌型面ファスナ１２４０とを結合させることで、カーラ２３０を被検者の測定
部位に装着する構成としてもよい。この場合、雄型面ファスナ１２３０と雌型面ファスナ
１２４０とは、ワンタッチ式係止部材として機能することとなる。なお、雄型面ファスナ
１２３０と雌型面ファスナ１２４０は、被検者の測定部位の径に応じた範囲に対応して先
端部に設けられているものとする。
【０１０９】
　また、上記第１の実施形態では、巻き付け部２３２がスリットを有し、当該スリットを
介して隣り合う把持曲面の外径が互いに異なる形状であるとしたが、本発明はこれに限定
されず、例えば、図９に示すように、長手方向（紙面手前側から奥側）に向かって把持曲
面の曲率が徐々に変化していく構成としてもよい。この場合、装着体１０００は、上面（
接触部２３１の上方）から見ると、扇形状を有することとなる。
【０１１０】
　［第３の実施形態］
　上記第１及び第２の実施形態では、カーラ２３０の巻き付け部２３２の素材の可撓性を
利用して、被検者の測定部位に装着する構成としたが、本発明はこれに限定されない。例
えば、カーラ２３０の外面にバックル１３５０付きのベルト１３４０を付すように構成し
てもよい（図１０）。バックル１３５０付きのベルト１３４０を付すことにより、ベルト
の長さ調整が可能となり、被検者の測定部位の径の違いに対応することが可能となる。こ
の場合、バックル１３５０は、ワンタッチ式係止部材として機能することとなる（図１１
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【０１１１】
　なお、バックル１３５０は、ワンタッチ式であり、係止を確実にするものであれば、形
状・材質などは何でも構わないが、剛体であることが好ましく、例えば、ポリエチレン、
ポリプロピレン、環状ポリオレフィンなどのプラスチック材や、セラミックス、ステンレ
スなどの金属類であることが好ましい。
【０１１２】
　［第４の実施形態］
　上記第１の実施形態では、本体部３００が、アンテナ部３０１、無線インターフェイス
部３０２、信号変換部３０３、信号処理部３０４、コントロール部３１１、記憶部３１２
、表示部３１３、外部通信部３１４、入力部３１５を備えるものとして説明したが、本体
部３００の機能構成はこれに限定されない。
【０１１３】
　例えば、外部通信部３１４を介して外部機器を通信可能に接続し、表示部３１３、入力
部３１５等のユーザインタフェース機能を、当該外部機器に持たせる構成としてもよい。
この場合、本体部３００は、状態測定処理の結果を当該外部機器に伝達する中継装置とし
て機能することとなる。
【０１１４】
　このような構成とすることで、乳幼児Ｐから所定距離だけ離れた位置に固定される本体
部３００を小型化できる一方、本体部３００による状態測定処理を遠隔に配置した外部機
器から操作、監視することが可能となる。
【０１１５】
　本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱す
ることなく、様々な変更及び変形が可能である。また、上記した実施形態では、被検者を
乳幼児として説明したが、乳幼児に限らず、高齢者や身体障害者、或いは犬や猫、小鳥と
いったペットや家畜等の他の動物等、状態監視する対象となる人間を含む動物についても
同様に適用可能である。
【符号の説明】
【０１１６】
Ｐ・・・乳幼児、１００，１０００，１１００・・・装着体、２００・・・状態測定部（
ＲＦＩＤ）、２０２，３０２・・・無線インターフェイス部、２０３，３１２・・・記憶
部、２０４・・・感温部、２０５，３１１・・・コントロール部、２０６・・・体動検出
手段、２０７・・・湿度センサ、２０８・・・音声センサ、２１０・・・処理部、２１１
・・・センサ部、２１２・・・回路部、２２０，３０１・・・アンテナ部、２３０・・・
カーラ、２３１・・・接触部、２３２・・・巻き付け部、３００・・・本体部、３０３・
・・信号変換部、３０４・・・信号処理部、３１３・・・表示部、３１４・・・外部通信
部、３１５・・・入力部、３１６・・・報知手段、１２３０・・・雄型面ファスナ、１２
４０・・・雌型面ファスナ、１３４０・・・ベルト、１３５０・・・バックル
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